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令和５年度健全化判断比率報告書及び令和５年度資金不足比率報告書の審査意 

見書の提出について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により審査に付された令和

５年度健全化判断比率報告書、及び同法第２２条第１項の規定により審査に付された令和５

年度資金不足比率報告書に関し、同報告書及び附属書類を審査した結果について、次のとお

り意見書を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



令和５年度 近江八幡市健全化判断比率審査意見書 

 

１．審査の概要 

この健全化判断比率審査は、市長から提出された健全化判断比率報告書及びその算定

の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか等に主眼を置いて実施した。 

 

２．審査の期間 

   令和 6年 7月 26日から令和 6年 8月 7日まで 

 

３．審査の結果 

 

（１）総合意見 

審査に付された健全化判断比率報告書及びその算定の基礎となる事項を記載した書

類は、次のとおりいずれも適正に作成されているものと認められる。 

                                     （単位：％） 

 

 

 

 

 

健全化判断比率 
令和５年度 令和４年度 

備  考 
算定比率 早期健全化基準 算定比率 早期健全化基準 

① 実 質 赤 字 比 率 － 12.51 － 12.53 

市の最も主要な会計である

「一般会計等」に生じている

赤字の大きさを標準財政規

模に対する割合で示したも

の 

② 連結実質赤字比率 － 17.51 － 17.53 

公立病院や水道・下水道など

の公営企業を含む「市の全会

計」に生じている赤字の大き

さを標準財政規模に対する

割合で示したもの 

③ 実質公債費比率   0.4 25.0   0.7 25.0 

市の借入金(市債)の返済額

(公債費)の大きさを標準財

政規模に対する割合で示し

たもの（３ヵ年平均） 

 

④ 将 来 負 担 比 率 － 350.0    － 350.0 

市の借入金(市債)など、現在

抱えている負債の大きさを

標準財政規模に対する割合

で示したもの 

 



（２）個別意見 

① 実質赤字比率について  

令和５年度の実質赤字比率は実質黒字となっており、比率は算定されず、早期健

全化基準を下回っている。 

 

② 連結実質赤字比率について  

令和５年度の連結実質赤字比率は実質黒字となっており、比率は算定されず、早

期健全化基準を下回っている。 

 

③ 実質公債費比率について 

      令和５年度の実質公債費比率は、３ヵ年平均で 0.4となっており、早期健全化基

準の 25.0％と比較するとこれを下回っている。 

 

④ 将来負担比率について 

      令和５年度の一般会計等決算の状況は、前年度と比べ市債発行の見送りや臨時財

政対策債発行可能額の減等により市債残高が減少し、また、公営企業債残高の減少

に伴う公営企業等繰入見込額の減少等により将来負担額が大きく減少した。 

一方、好調なふるさと応援寄附金等による基金残高の増加等により充当可能基金

は増加したが、基準財政需要額算入見込額は減少し、充当可能財源全体では減少

したものの、前年に引き続き、将来負担額を充当可能財源等が上回っていること

から将来負担比率は算定されず、早期健全化基準を下回っている。 

 

（３）是正改善を要する事項 

   特に指摘すべき事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和５年度 近江八幡市資金不足比率審査意見書 

１．審査の概要 

資金不足比率は、公立病院や水道・下水道事業などの公営企業の資金不足を公営企業

の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す

ものである。 

この資金不足比率審査は、市長から提出された資金不足比率報告書及びその算定の基

礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか等に主眼を置いて実施した。 

 

２．審査の期間 

   令和 6年 7月 26日から令和 6年 8月 7日まで 

 

３．審査の結果 

（１）総合意見 

審査に付された資金不足比率報告書及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

は、次のとおりいずれも適正に作成されているものと認められる。 

                                       （単位：％） 

会計及び比率名 
令和５年度 令和４年度 

算 定 比 率 経営健全化基準 算 定 比 率 経営健全化基準 

① 水道事業会計 

 資金不足比率 
    －    20.0     －    20.0 

② 下水道事業会計 

 資金不足比率 
    －    20.0     －    20.0 

③ 病院事業会計 

 資金不足比率 
    －    20.0     －    20.0 

 

（２）個別意見 

① 水道事業会計資金不足比率について 

資金不足額は発生していないことから、資金不足比率は算定されず、経営健全化

基準を下回っている。 

② 下水道事業会計資金不足比率について 

資金不足額は発生していないことから、資金不足比率は算定されず、経営健全化

基準を下回っている。 

③ 病院事業会計資金不足比率について 

資金不足額は発生していないことから、資金不足比率は算定されず、経営健全化

基準を下回っている。 

 

（３）是正改善を要する事項 

   特に指摘すべき事項はない。 



健全化判断比率及び資金不足比率審査についての所見 

 
令和５年度の決算に関し、健全化判断比率及び資金不足比率について審査を行ったところ、

全ての項目において、国の示す早期（経営）健全化基準を下回っており、財政的に安定して

推移していることを示している。 

健全化判断比率のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、全ての会計にお

いて黒字決算となったことから、いずれも比率は算定されず、実質公債費比率については、

３ヵ年平均で 0.4％となり、前年度より 0.3 ポイント良化している。また、将来負担比率に

ついても、将来負担額を充当可能財源等が上回っているため比率は算定されず、現時点にお

ける財政状況は良好な状態であると認められる。 

次に、公営企業会計に係る資金不足比率については、水道事業・下水道事業・病院事業と

もに資金不足は生じていないことから、前年度に引き続き、この数値は算定されず、いずれ

も良好な状態であると認められる。 

しかしながら、水道事業・下水道事業については、今後、施設の耐震化や老朽管の更新等

に多くの経費が必要となることが見込まれることから、各種計画や経営戦略等に基づき、長

期的な計画により安定的に事業を実施されるとともに、引き続き収益確保、コスト削減等に

取り組まれ、持続可能な健全経営に努められたい。 

また、病院事業については、新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い、入院延患者数

や手術件数が増加し、医業における収支が４年振りの黒字に転化したこと等により黒字決算

となった。引き続き「公立病院経営強化プラン」に基づき、健全な病院経営に取り組まれ、

累積欠損の早期解消に努められるとともに、地域の基幹病院として安全・良質な医療サービ

スの提供に努められたい。 

令和５年度は、一般会計等において、前年度に行った子ども・子育て支援基金への積立の

減や、新型コロナ対策・物価高騰対策関連の国交付金や事業費の減により、歳入・歳出とも

に前年度より減少したものの、市税についてはコロナ後の回復基調が継続するとともに、普

通交付税の増により一般財源が増加して実質収支は黒字となり、特別会計及び公営企業会計

を含めた全ての会計においても黒字決算となった。 

しかしながら、年々増嵩する社会保障関連経費や、現在進められている市庁舎整備事業、

安土コミュニティエリア整備事業を始め既存施設の長寿命化対策等の大型施設整備事業が本

格稼働し、これに伴う公債費の増加が予想されることから、今後、財政運営での重要な局面

を迎えることには十分な留意が必要である。 

健全化判断比率等は、現時点での財政状況に基づき算定されたものであることを踏まえ、

中期財政計画に基づき、今まで以上に歳入確保、歳出の事業精査、市債と積立金の活用のバ

ランス等に留意され、引き続き、健全で安定的な財政運営を図られるよう願うものである。 

 

以 上  

 

 

 

 

                


